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木造建具ツール使用許諾条件 
木造建具ツール使用許諾条件は、「木造建具ツール」（以下、本ソフトウェア）について、

その使用者（以下、本ソフトウェア使用者）とエーアンドエー株式会社の間で締結される、

本ソフトウェアの非独占的使用権を定めたライセンス契約書（以下、本契約書）です。本

ソフトウェアをご使用になる前に以下の内容を必ずお読みください。 

第1条 使用許諾の条件 

1. 本ソフトウェア使用者が本ソフトウェアの一部、もしくは全部をインストール、コピー、ダウ

ンロード、アクセス、あるいはその他の方法で使用することにより、本ソフトウェア使用者は

本ソフトウェアに関し本契約書を読み、それを理解したことを認め、その条件によって拘束さ

れることに同意したものとみなされます。エーアンドエー株式会社のソフトウェア販売元、販

売店、リース会社またはこれらの従業員は以下に記載の内容に関し、いかなる修正拡大または

追加をなすことを授権されていません。 

2. 本ソフトウェア使用者が、本契約書の内容に違反した場合、もしくは、違法な方法で本ソフト

ウェアが使用された場合、本ソフトウェア並びにこれに附属する操作マニュアルおよび学習用

教材等（以下、ドキュメンテーション）の使用中止並びに使用許諾の解除を求めることがあり

ます。当該解除が行われた場合には、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのオリジナ

ルと全てのコピーを破棄し、これらの使用を中止していただくものとします。 

第2条 本ソフトウェア管理者の責任 

1. 本ソフトウェア使用者が法人に所属している場合、当該法人の代表者（以下、本ソフトウェア

管理者）は、本ソフトウェア管理者の責任において、本ソフトウェア使用者の利用を認証・管

理するものとします。本ソフトウェア管理者は、本ソフトウェアを善良なる管理者の注意義務

をもって利用し、本ソフトウェア使用者に利用させるものとし、本ソフトウェア管理者または

本ソフトウェア使用者が本契約書に違反したことによりエーアンドエー株式会社およびエーア

ンドエー株式会社のソフトウェア供給元が損害を被った場合、本ソフトウェア管理者が責任を

負うものとします。 

第3条 著作権の表示 

1. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの著作権はエーアンドエー株式会社およびエーア

ンドエー株式会社のソフトウェア供給元が保有し、日本国著作権法により保護されています。 

第4条 複製・頒布の禁止 

1. エーアンドエー株式会社の書面による同意がない限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテー

ションの複製、頒布並びに第三者に対し複製の許可を与えることは有償無償を問わず禁止され

ています。 

2. 複製には本ソフトウェアが入ったCD-ROMやDVD-ROM等を他の媒体へコピーすることやド
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キュメンテーションを他の言語や書式に翻訳、書換えすることが含まれます。 

3. 別途契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる

知的所有権の権利も本ソフトウェア使用者は与えられません。 

4. 本ソフトウェアを第三者に賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできません。ま

た、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出することもできません。 

5. 本ソフトウェア使用者および本ソフトウェア管理者が本条第1項から第4項に違反したことに

よりエーアンドエー株式会社およびエーアンドエー株式会社のソフトウェア供給元に損害が発

生した場合、本ソフトウェア使用者および本ソフトウェア管理者は一切の責任を負うものとし

ます。 

第5条 改変の禁止 

1. エーアンドエー株式会社は、本ソフトウェアの一部または全部を修正、改変、リバースエンジ

ニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることを禁止します。 

第6条 保証と責任の範囲 

1. エーアンドエー株式会社またはエーアンドエー株式会社のソフトウェア供給元は本ソフトウェ

アに関し、明示または黙示の品質、性能、製品価値またはいかなる特定の使用目的に対する適

合性について、いかなる保証もいたしません。 

2. エーアンドエー株式会社またはエーアンドエー株式会社のソフトウェア供給元は、故意または

重過失による場合を除き、本ソフトウェア、または附属のドキュメンテーションの欠陥の結果

発生する直接、間接、特別または必然的な損害について仮に当該損害が発生する可能性がある

と告知されていた場合でも何らの責任を負いません。 

3. エーアンドエー株式会社またはエーアンドエー株式会社のソフトウェア供給元は、本ソフトウ

ェアまたはデータの回復に要する費用また再製に要する費用を含めて一切の責任を負いません。

本ソフトウェアは現在あるがままの状態で販売されるものです。本ソフトウェア使用者および

本ソフトウェア管理者は本ソフトウェアの使用、品質および性能に関する全責任を負担するも

のとします。 
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